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２
０
１
３
（
平
成
25
）
年

税
制
改
定
で
、
教
育
資
金
の

一
括
贈
与
を
受
け
た
場
合
の

非
課
税
制
度
（
措
法
70
条
の

２
の
２
、
以
下
「
一
括
贈

与
」）
が
創
設
さ
れ
た
。
従

来
か
ら
も
扶
養
義
務
者
間
の

・
教
育
資
金
の
使
途
は
、
金

融
機
関
が
領
収
書
等
を
チ
ェ

ッ
ク
し
、
書
類
を
保
管
す
る

・
受
贈
者
が
、
30
歳
に
達
す

る
日
に
口
座
は
終
了
し
、
そ

の
段
階
で
残
高
が
有
れ
ば
、

そ
の
日
に
贈
与
が
あ
っ
た
も

の
と
し
て
課
税
対
象
と
な

る
。

・
贈
与
者
が
途
中
で
死
亡
し

て
も
、
教
育
資
金
管
理
契
約

に
は
影
響
し
な
い
。

２
．
背
景

　

文
部
科
学
省
の
要
望
を
契

機
に
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
当
省
Ｈ
Ｐ
を
以
下
引
用

す
る
。

　

「
現
行
制
度
で
は
、
扶
養

義
務
者
間
（
親
子
間
等
）
で

必
要
の
都
度
支
払
わ
れ
る
教

教
育
資
金
の
贈
与
は
非
課
税

と
さ
れ
て
い
る
。
従
来
贈
与

で
対
応
す
る
の
か
、
一
括
贈

与
で
対
応
す
る
の
か
、
ど
ち

ら
が
有
利
か
を
状
況
判
断
し

て
慎
重
に
実
行
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
。

育
資
金
は
贈
与
税
非
課
税
で

あ
る
。
し
か
し
、
教
育
に
つ

い
て
は
将
来
に
わ
た
り
多
額

の
資
金
が
必
要
で
あ
り
、

『
一
括
贈
与
』
の
ニ
ー
ズ
も

高
い
。

　

高
齢
者
世
代
の
保
有
す
る

資
産
の
若
い
世
代
へ
の
移
転

を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、

子
ど
も
の
教
育
資
金
の
早
期

確
保
を
進
め
、
多
様
で
層
の

厚
い
人
材
育
成
に
資
す
る
と

と
も
に
、
教
育
費
の
確
保
に

苦
心
す
る
子
育
て
世
代
を
支

援
し
、
経
済
活
性
化
に
寄
与

す
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の

で
あ
る
。」

３
．
教
育
資
金
の
範
囲

　

教
育
資
金
と
は
、
次
に
掲

げ
る
金
銭
を
い
う
。

（
１
）
学
校
等
に
対
し
て
直

接
支
払
わ
れ
る
次
の
よ
う
な

金
銭

①�

入
学
金
、
授
業
料
、
入
園

料
、
保
育
料
、
施
設
設
備

費
又
は
入
学
（
園
）
試
験

の
検
定
料
な
ど

②�

学
用
品
費
、
修
学
旅
行

費
、
学
校
給
食
費
な
ど
学

校
等
に
お
け
る
教
育
に
伴

っ
て
必
要
な
費
用
な
ど

（
２
）
学
校
等
以
外
に
対
し

て
直
接
支
払
わ
れ
る
次
の
よ

う
な
金
銭
で
社
会
通
念
上
相

当
と
認
め
ら
れ
る
も
の

イ�

．
役
務
提
供
又
は
指
導
を

①�

一
括
贈
与
制
度
は
、
金
融

機
関
等
を
通
し
て
、
教
育

資
金
の
使
途
を
管
理
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の

た
め
に
支
払
っ
た
証
憑
類

を
金
融
機
関
に
提
出
・
確

認
を
受
け
る
煩
雑
さ
や
管

理
手
数
料
も
当
然
発
生
す

る
こ
と
を
考
慮
す
る
。

②�
一
括
贈
与
は
贈
与
者
が
死

亡
し
て
も
贈
与
額
が
相
続

開
始
前
３
年
内
贈
与
加
算

に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
は

な
い
。
よ
っ
て
贈
与
者
が

高
齢
の
場
合
な
ど
で
相
続

財
産
を
生
前
に
減
少
さ
せ

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

③�

非
課
税
拠
出
額
か
ら
教
育

資
金
支
出
額
を
控
除
し
た

残
額
は
、
受
贈
者
が
30
歳

に
達
し
た
日
に
贈
与
が
あ

っ
た
も
の
と
し
て
贈
与
税

の
対
象
に
な
る
が
、
そ
の

金
額
に
よ
っ
て
は
、
贈
与

税
の
負
担
が
大
き
く
な
る

可
能
性
が
あ
る
。

①
贈
与
税
の
非
課
税

　

相
続
税
法
で
は
、
扶
養
義

務
者
相
互
間
に
お
い
て
生
活

費
又
は
教
育
費
に
充
て
る
た

め
に
し
た
贈
与
に
よ
り
取
得

し
た
財
産
の
う
ち
通
常
必
要

と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、
贈

与
税
を
非
課
税
（
21
条
の

３
）
と
し
て
い
る
。

②
扶
養
義
務
者
の
考
え
方

　

扶
養
義
務
者
は
、
配
偶
者

及
び
民
法
８
７
７
条
に
規
定

す
る
親
族
と
（
相
続
税
１
条

の
２
）
し
て
い
る
。

　

民
法
８
７
７
条
で
は
、
直

系
血
族
及
び
兄
弟
姉
妹
は
、

お
互
い
に
扶
養
を
す
る
義
務

が
あ
る
と
、
扶
養
義
務
を
定

め
て
い
る
。
ま
た
、
家
庭
裁

判
所
は
、
特
別
の
事
情
が
あ

も
扶
養
義
務
者
に
該
当
す
る

と
広
く
解
釈
し
て
い
る
。

　

現
行
法
で
も
、
祖
父
母
か

ら
孫
へ
の
贈
与
は
別
生
計
で

あ
っ
て
も
非
課
税
で
あ
る
。

③
教
育
費
と
通
常
必
要
と
認

め
ら
れ
る
範
囲

　

し
た
が
っ
て
、
祖
父
母
が

孫
に
対
し
教
育
資
金
と
し
て

贈
与
す
る
場
合
で
あ
れ
ば
、

そ
の
金
額
が
歯
科
大
学
の
入

学
金
や
学
費
の
よ
う
に
多
額

で
あ
っ
て
も
、「
教
育
費
と

し
て
必
要
な
都
度
直
接
こ
れ

ら
の
用
に
充
て
る
た
め
の
贈

与
」（
基
本
通
達
21
の
３
―

５
）
で
あ
れ
ば
贈
与
税
は
非

課
税
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
生
活
費
又
は
教

育
費
の
名
目
で
取
得
し
た
財

産
を
預
貯
金
し
た
場
合
あ
る

い
は
株
式
や
家
屋
の
買
い
入

れ
代
金
に
充
当
し
た
よ
う
な

場
合
な
ど
に
は
、「
通
常
必

要
な
も
の
」
に
は
該
当
せ
ず

贈
与
税
が
課
税
さ
れ
る
。

　

ま
た
、「
教
育
費
」
と

は
、「
被
扶
養
者
の
教
育
上

通
常
必
要
と
認
め
ら
れ
る
学

資
、
教
材
費
、
文
具
費
等
を

い
い
、
義
務
教
育
費
に
限
ら

る
と
き
は
、
３
親
等
内
親
族

間
に
お
い
て
も
扶
養
義
務
を

負
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と

規
定
さ
れ
て
い
る
。

　

扶
養
の
順
位
は
、
扶
養
を

す
る
義
務
の
あ
る
者
が
数
人

あ
る
場
合
に
お
い
て
、
扶
養

を
す
べ
き
者
の
順
位
に
つ
い

て
、
当
事
者
間
の
協
議
に
よ

る
と
し
て
い
る
（
８
７
８

条
）。

　

教
育
費
の
贈
与
が
、
第
一

順
位
が
父
母
そ
し
て
第
二
順

位
が
祖
父
母
と
す
る
解
釈
に

限
ら
な
い
。

　

ま
た
、
相
続
税
法
基
本
通

達
１
の
２
―
１
で
は
、
家
庭

裁
判
所
の
審
判
が
な
い
場
合

で
も
三
親
等
内
の
親
族
で
生

計
を
一
に
す
る
者
に
つ
い
て

れ
な
い
」（
相
続
税
基
本
通

達
21
の
３
―
４
）
と
あ
り
、

高
校
、
大
学
等
に
お
け
る
教

育
費
も
含
ま
れ
る
。

　

歯
科
大
学
の
入
学
金
や
学

費
を
、
扶
養
義
務
者
が
負
担

し
て
も
社
会
通
念
上
適
当
と

認
め
ら
れ
る
範
囲
の
財
産
に

該
当
す
れ
ば
贈
与
税
は
課
税

さ
れ
な
い
。
例
え
ば
親
に
と

っ
て
負
担
が
困
難
で
も
祖
父

に
と
っ
て
「
被
扶
養
者
の
需

要
と
扶
養
者
の
資
力
そ
の
他

一
説
の
事
情
を
勘
案
し
て
社

会
通
念
上
適
当
と
認
め
る
範

囲
の
財
産
」
内
の
負
担
で
あ

れ
ば
高
額
で
あ
っ
て
も
贈
与

税
は
発
生
し
な
い
。

　

但
し
、「
教
育
費
と
し
て

必
要
な
都
度
直
接
こ
れ
ら
の

用
に
充
て
る
た
め
に
贈
与
に

よ
っ
て
取
得
し
た
財
産
」
と

な
っ
て
お
り
、「
必
要
な
都

度
直
接
」
と
い
う
制
約
が
あ

る
こ
と
を
判
断
基
準
と
し
て

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

「
充
て
る
た
め
」
と
規
定
が

あ
り
、「
あ
ら
か
じ
め
」
や

「
余
っ
た
財
産
」
は
非
課
税

規
定
か
ら
外
れ
る
こ
と
に
な

る
。

行
う
者
（
学
習
塾
や
水
泳

教
室
な
ど
）
に
直
接
支
払

わ
れ
る
も
の

③�

教
育
（
学
習
塾
、
そ
ろ
ば

ん
な
ど
）
に
関
す
る
役
務

の
提
供
の
対
価
や
施
設
の

使
用
料
な
ど

④�

ス
ポ
ー
ツ
（
水
泳
、
野
球

な
ど
）
又
は
文
化
芸
術
に

関
す
る
活
動
（
ピ
ア
ノ
、

絵
画
な
ど
）
そ
の
他
教
養

の
向
上
の
た
め
の
活
動
に

係
る
指
導
へ
の
対
価
な
ど

⑤�

③
の
役
務
提
供
又
は
④
の

指
導
で
使
用
す
る
物
品
の

購
入
に
要
す
る
金
銭

ロ�

．
イ
以
外
（
物
品
の
販
売

店
な
ど
）
に
支
払
わ
れ
る

も
の

⑥�

②
に
充
て
る
た
め
の
金
銭

で
あ
っ
て
、
学
校
等
が
必

要
と
認
め
た
も
の

１
．
制
度
の
概
要

・
受
贈
者
の
直
系
尊
属
（
祖

父
母
・
父
母
な
ど
）
は
、
子

・
孫
（
30
歳
未
満
の
方
に
限

る
。
以
下
「
受
贈
者
」
と
い

い
ま
す
。）
名
義
に
金
融
機

関
の
口
座
等
に
、
教
育
資
金

に
充
て
る
資
金
を
一
括
し
て

拠
出
す
る
。
受
贈
者
は
、
１

５
０
０
万
円
ま
で
を
非
課
税

と
す
る
。

・
教
育
費
の
範
囲
に
は
、
入

学
金
、
授
業
料
、
塾
、
習
い

事
な
ど
が
含
ま
れ
る
が
、
学

校
以
外
の
者
に
支
払
わ
れ
る

も
の
は
、
５
０
０
万
円
ま
で

が
限
度
。

・
２
０
１
３
（
平
成
25
）
年

４
月
１
日
か
ら
15
（
平
成

27
）
年
12
月
31
日
ま
で
の
期

間
。

図　贈与を受けてから主に教育資金管理契約を締結するまでの
　　金融機関等ごとの流れ　　　　　　　　　　　　　　　　
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贈
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係
る
非
課
税
制
度
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ポ
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現
行
法
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の
教
育
費

非
課
税
制
度
の
考
え

書面による金銭
の　贈　与　契　約
書面による金銭
の　贈　与　契　約
⎧
⎩
⎧
⎩

⎫
⎭
⎫
⎭

⎧
⎩
⎧
⎩

⎫
⎭
⎫
⎭

①信託銀行の場合①信託銀行の場合

②銀行の場合②銀行の場合

③証券会社の場合③証券会社の場合

贈与者
（祖父）
贈与者
（祖父）

受贈者
（孫）
受贈者
（孫） 銀行銀行

⎧
⎩
⎧
⎩

⎫
⎭
⎫
⎭

教育資金管理契約
に基づき金銭を預
金等として預入

教育資金管理契約
に基づき金銭を預
金等として預入
教育資金の払出し教育資金の払出し

教育資金の払出し教育資金の払出し

受託者
（信託銀行）
受託者

（信託銀行）

　受贈者
＝受益者
　（孫）

　受贈者
＝受益者
　（孫）

信託受益権のみなし贈与信託受益権のみなし贈与

教育資金管理契約
に基づき信託を設定
教育資金管理契約
に基づき信託を設定
⎧
⎩
⎧
⎩

⎫
⎭
⎫
⎭ 教育資金の払出し教育資金の払出し

　贈与者
＝委託者
　（祖父）

　贈与者
＝委託者
　（祖父）

贈与者
（祖父）
贈与者
（祖父）

受贈者
（孫）
受贈者
（孫） 証券会社証券会社

⎧
⎩
⎧
⎩

⎫
⎭
⎫
⎭

教育資金管理契約
に基づき金銭等で
有価証券を購入

教育資金管理契約
に基づき金銭等で
有価証券を購入

書面による金銭
等の贈与契約
書面による金銭
等の贈与契約

領収書等の提出領収書等の提出

領収書等の提出領収書等の提出

領収書等の提出領収書等の提出

1,500万円
まで非課税
1,500万円
まで非課税

金銭の贈与金銭の贈与

金銭等の贈与金銭等の贈与

1,500万円
まで非課税
1,500万円
まで非課税

1,500万円
まで非課税
1,500万円
まで非課税

（注）②③の場合は、受贈者は贈与により金銭等を取得した後２か月以内に、
教育資金管理契約に基づき、金銭を預金等として預け入れをし、又は金銭等で
有価証券を購入しなければなりません。
　上記③の場合に、贈与者の証券口座から受贈者の証券口座へ有価証券を振替
えたときは、有価証券の購入があったものとみなされます。

（出所）国税庁「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与
税の非課税に関するＱ＆Ａ」

□給付内容（１口につき）
給付金の種類 受給資格 給付内容・日数など

傷病休業給付金
入院給付金

【疾病】2014年７月１日以降に発病した病
気を原因に休業したとき、【傷害】2014年４
月１日以降の傷害を原因に休業したとき

疾病も傷害も６日以上連続して休業した場
合、６日目から１日につき自宅6,000円、入
院2,000円を加算�【通算給付日数500日まで】

長期療養給付金
傷病給付金の限度日数（500日）を超え
て、引き続き連続して休業したとき

１日につき自宅3,000円、入院6,000
円【連続１回限り230日限度】

弔慰給付金 傷病により死亡したとき 500,000円（＋脱退給付金）
高度障害給付金 傷病により高度障害状態になったとき 500,000円（＋脱退給付金）

脱退給付金 加入３年以上経過した後、脱退したとき
別に定める脱退給付金表により給付
金額を確定

※資料請求・お問合せは、協会共済部（�06-6568-7731）まで。

①最長730日の長期保障！　 　　　　
②掛け金が満期まで変わりません！　
③掛け捨てではありません！　　　　
④自宅療養、代診をおいても給付！　
⑤傷病給付金は非課税！　　　　　　
⑥所得補償保険との重複受給ＯＫ！　
【加入日】　2014年４月１日
【加入申込資格】
①�加入日現在健康で１つの主たる医療機関等で週４日以上かつ
週16日時間以上で業務に従事している。

②�59歳（昭和29年10月２日以降生まれ）までの保険医協会会員
で、約款に同意できる保険医。

※加入（増口）申込みできる方は、上の要件を全て満たす方です。
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